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第第第第 13131313回回回回施設建施設建施設建施設建設選定部会設選定部会設選定部会設選定部会（（（（第第第第 1111部会部会部会部会））））    

会会会会    議議議議    録録録録    

 

【協議事項】 

 

 １１１１．．．．候補地候補地候補地候補地のののの絞込絞込絞込絞込みについてみについてみについてみについて    

        （（（（1111））））5555 候補地候補地候補地候補地からからからから 3333 候補地候補地候補地候補地へのへのへのへの絞込絞込絞込絞込みみみみ方法方法方法方法にににに関関関関してしてしてして    

        （（（（2222））））                〃〃〃〃                作業作業作業作業フローフローフローフローとととと課題課題課題課題（（（（整理整理整理整理））））    

２２２２．．．．合同意見交換会合同意見交換会合同意見交換会合同意見交換会のののの開催開催開催開催についてについてについてについて    

    

  ① 時間はかかるが、用地選定を振り出しに戻して、ごみの減量による用

地の選定をしてはどうか（地域にごみ減量を競わせて、一番減量できな

かった地域から候補地を挙げていく方法）。 

  ② 今回の提案（意見交換会等ができない地域は候補地に残る）は、これ

までの部会の考え方から変化してきている。当初の考え方のとおり、意

見交換会を実施して選定すべきである（議会等に説明できない）。 

  ③ 今回の提案は、最終手段であると思うが、まずは意見交換会ができる

ように努めるべきである。 

  ④ 第 1 部会として、意見交換会をしないからと言ってそこの地域を残す

ことができるのか（住民に対し説明ができない）。 

  ⑤ 前回の会議で確認された事項（合同意見交換会の調整）が十分でない。

もっと努力をすべきである。 

  ⑥ あらゆる角度から意見交換会ができるように模索して開催できるよう

に努めるべきである。また、意見交換会の調整が事務局だけで厳しいの

であれば、市町村長、助役等が調整することも必要ではないか。 

  ⑦ 意見交換会の開催は合同ではなく、まずは個別に開催できるように努

力すべきではないか。 

   

※※※※    意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会はははは、、、、候補地候補地候補地候補地ごとにごとにごとにごとに開催開催開催開催するするするする。。。。またそのまたそのまたそのまたその調整調整調整調整についてはについてはについてはについては、、、、南廃南廃南廃南廃

協協協協（（（（全委員全委員全委員全委員））））及及及及びびびび当該市町村当該市町村当該市町村当該市町村（（（（市町村長及市町村長及市町村長及市町村長及びびびび助役対応助役対応助役対応助役対応））））がががが責任責任責任責任をもってをもってをもってをもって、、、、

開催開催開催開催できるようできるようできるようできるよう日程調整日程調整日程調整日程調整をををを行行行行うううう。。。。    

    

    

３３３３．．．．そのそのそのその他他他他 
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議事録議事録議事録議事録    

宮平宮平宮平宮平部会長部会長部会長部会長    

皆さん、こんにちは。 

それでは、第一部会（施設建設選定部会）の第 13 回目の検討会を始めたいと思います。

早速、会議に入っていきます。先ずは前回会議の確認です。事務局のほうお願いします。 

 

事務局事務局事務局事務局    

それでは前回会議録の確認をしていきたいと思いますが、今日は時間の都合上この議事

録の要点の報告で終わらせていただきます。先ず取り組みの動向については、以下６点ほ

ど連続的な意見だったということで明記しております。※印の部分、５候補地の意見交換

は個別に実施するのではなくて、一箇所に集めて合同で開催するよう事務局にて日程の調

整に努めていただきたいという決定事項でありました。開催ができない場合は、その理由

も含めて今後の進め方など議会で再検討していこうという考えでありました。 

次に協議事項の２番目、候補地の絞り込み事項について。ここで確認された事項※印の

評価については、次回以降の議会で検討してみるという計画がなされております。簡単で

はございますが、以上です。 

 

部会長部会長部会長部会長    

会議録の確認ですが、何かありますか。（「進行」の声あり） 

それでは次に、協議事項です。１番目の候補地の絞り込みについて、資料に２と３があ

るのですが、一括して協議をしていきたいと思います。では事務局、お願いします。 

 

住民住民住民住民のののの意見意見意見意見をどうをどうをどうをどう反映反映反映反映させるかさせるかさせるかさせるか    

 

事務局事務局事務局事務局    

皆さん、資料２と資料３は同じ内容で使いますので合わせて説明いたします。先ず現状

は５候補地から３候補地に絞り込むに当たってペースを落としていると言いますか、暗礁

に乗り上げている、進まない状況にありますので、どうやって進めていくかということな

のですけれども、その辺の整理をしまして事業を進めていく関係から方法をご提案したい

と思います。 

先ず資料２（Ａ４）からご説明します。１番、５候補地から３候補地への絞り込み作業

フロー及び課題の整理ですが、現状でいろいろ課題が出ておりますので、それは図のほう

でご説明いたします。現状は５候補地のうち４候補地の地区に対して住民説明会が終わり

まして、住民説明会に関してはその他２地区の糸満市と東風平の伊敷地区、その６地区に

関しては住民説明会を終えております。ただ、玉城村の垣花地区に関しては住民説明会を
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開催できていない状況であります。ここに１から５に関して、これは意見交換会ですけれ

ども、４番の糸満市真栄里地区に関しては 10 月 23 日に開催しております。絞り込みから

最終的な予定地決定に至るまで、住民の意見を反映させることが非常に重要な要素なので

すけれども、住民の意見をどう反映させるかというものは本来、合意形成に使うべきもの

が、残念ながら今の段階は候補地から除外することになってしまっている状況があります。

尚且つ垣花に関しては、意見交換会も現地踏査も難しいことが予想されております。そう

いう状況で事業がストップしているような状況ですので、資料３（Ａ３）の図につきまし

てご説明いたします。 

５候補地から３候補地への絞り込み作業。これは真ん中に載せておりますこのライン、

これは上から下までストンと落ちていけば、テーブル３つになるのですけれども、ただこ

れは横・右側に引かれていくとありまして、うまくない状態になります。ちょっと線が薄

いのですが、四角いものがイベントになります。ひし形になっておりますのが、うまくい

けば下にいきまして、うまくいかないと右側に引かれるかたちになります。現状は申し上

げましたように、住民説明会は垣花地区以外実施しております。垣花だけ右側に弾かれる

かたちになるわけです。その下の緑色のラインが現状の線になりまして、最終的にこの緑

のラインが下までいきますと、無事完了になるのですけれども、今ここで引っかかってい

る状況になっています。真栄里地区に関しては意見交換会ができましたので、そのことに

関しては一部完了で下にラインを入れております。第一部会と候補地の住民間との意見交

換会につきましては、真栄里は完了したのですが、その他の地区はどうも拒否の意向が強

いということで、また垣花のほうもそのままでいくと、住民説明会も意見交換会もないよ

うな状況になります。こういう状況に対して前回の部会では、合同の意見交換会をやって

はどうかという案が出されまして、もしこれが開催されれば緑の点線で示しております従

来のラインに戻れるかたちになりますので、何かのかたちで意見交換会はできたと、住民

の声を聞くことができたという判断になります。それが未だできないことが赤いラインで

下までおりていくかたちになります。今後、現地踏査と５候補地の評価と最終的には絞り

込みを行って理事会へ報告する３候補地を選定していくのですが、現状で分かっている課

題は黄色で示している４点になります。 

先ず課題１は意見交換会の関連ですが、意見交換会での住民意見をどのように反映させ

るか、結果的にはどう評価するかということになりまして、これは前々回の宿題で残って

おります。２点目の課題２として、５候補地の評価から下にいくラインのところなのです

が、第一段階評価と似たような項目で評価しても前回と同じ結果になるのではないかとい

う懸念がございました。右側の課題３は連動してますので、同じ内容なのですが、仮に意

見交換会を実施できなかった場合、住民の意見をどう反映させるのかができないというこ

とと、真栄里地区は既に実施していますので各候補地との公平性が確保し辛いという課題

が出てきます。それと現地踏査に入れなかった場合、どういうふうに評価していくのか、

最終的に絞り込む作業ができない課題がございます。この４点に対して解決していこうと
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思うのですが、また資料２に戻りまして、２頁目になります。 

課題１の解決方法の検証です。課題１とは住民の意見をどう反映させるか、どう評価す

るかなのですが、前々回の第一部会では二通りの１と２の方法を提案しておりました。一

つ目は住民の意見を評価項目として追加してＡBC 評価で採点する方法を提案しておりま

す。この問題点は、反対意見を多く出せば評価が低くなって、逆に冷静に事務局の意見を

聞く姿勢を示すと評価が高くなりますので、反対運動を助長する恐れがあることと、垣花

の反対意見が正式に反映されづらくなりますので、最も反対が強い地区が逆に高評価にな

る矛盾が生じてしまいます。二つ目が、住民の意見を無理に点数にするのではなくて、こ

ういう意見がありましたということを載せて理事会に上げる方法です。これの問題点は、

第一部会としての最終的な判断はされませんので、結論を先送りするかたちになります。

ですから、結果的には現地踏査の評価結果は第二段階の評価結果がそのまま適応されるか

たちになるので、住民の意見が反映されない恐れがあります。こういう問題がありますの

で、今回新しい評価方法として（３）を追加しておりますが、これは意見交換会での住民

の意見を総合的に判断して次の項目から該当するものを選ぶ方法が一番良いのではないか

と思います。ですから、意見が 10出ても１つでも結果は同じという考えです。それで赤色

と青色に分けておりますけれども、赤のＡは合意形成が非常に難しいことを表しておりま

す。逆に F というのは合意形成がしやすいことを表しております。先ずＡ、一番に事業と

して難しいという表現ですが、地域特有の問題があって、条件ですとか技術面で解決を図

ることが困難であるなど判断がされる場合であります。ここの候補地は相応しくないと、

これは意見交換会でしか分かりませんので、こういう判断がされた場合がＡになります。B

が事業に対する理解ですけれども、協力意識が非常に低くて感情的に嫌だという意識があ

って話し合いを続けても解決することが難しいという判断です。これはその次の事業を困

難にさせる位置づけになっております。そして C が事業に対して一定の理解を示してはい

るものの、やはり嫌悪感があって話し合いを続けても解決することは難しいというものが C

の結果になります。基本的にこのＡBCは、事業として合意形成が難しいとの判断になりま

す。逆に下の DＥFですが、Dは事業に対して一定の理解や協力意識は示していて、尚且つ

先進地視察ですとか振興策等いろいろな条件を提示することで解決を図ることができる可

能性があると、判断できたら Dとなり、Ｅの場合は理解ですとか協力意識は低いのですが、

それが先入観や誤解によって反対している場合は誤解が解けると、事業が非常にスムーズ

にいくという事例が多いので、これは Dよりも上の評価にしております。そして Fは理想

的なのですけれども、事業に対する理解や協力意識が高くて、尚且つ住民委員会からも提

言がありました地域の活性化ですとかまちづくりとか、今回の事業に結び付けて相互理解、

共同共栄の状態が維持できる、これが理想でして何とかここに持っていきたいのですが、

残念ながら今のところ難しい状況になっております。意見交換会を開催することで意見を

聞いて総合的にこのＡからＦの判断をすると、これが新しい評価方法になります。 

（４）で第一段階の 10から５に絞り込む時、10候補地から上位５候補地を選定する方法
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を採用したのですけれども、結果的に５候補地の順位はどうだったのかということが問題

になりました。あの反省を踏まえて、今回の第二段階の評価では５候補地から３つ選ぶの

ではなくて、５候補地から２つを除外して３候補地を結果的に残すかたちにしてはどうか

との考えでございます。結果的に残るのは３つですが、３つ選ぶのと２つを落とすのとは

大きく違いますので、これは後でご説明します。 

最終的に判定基準としてはＡから C があります。これはマイナスの方向ですから、その

数を各候補地比較して、これの多い２つを除外していく、同数の場合にはＡのほうが負に

なりますから、Ａを除外、Ａが同数なら B と、そういうふうに徐々に下ろしていってはど

うかと考えております。 

続きまして２頁目ですけれども、課題２の解決方法の検討です。これは評価方法が第一

段階と似ているという指摘に対しまして、２頁目の（１）ですけれども前回は大きく６項

目で評価したのに対して、今回はさらに細分化して 17に分けております。ですから全く違

った評価方法になると考えております。２番ですが、評価項目が同じでは結果も同じにな

るのではないかというご指摘ですけれども、評価方法が全く違うということですので、仮

に同じような結果になってもそれは偶然です、現段階でその結論を誘導することはありま

せん。それから３番目の評価項目の再検討。これに関しては、現在の評価項目は『最終処

分場の性能指針』という本がありまして、その中の評価項目を引用しております。ですか

ら、これ以上のものはないと考えております。それと候補地選定、絞り込みの段階で住民

の意見を反映させるというのは既に新しい方法でして、こういう方法を採用した事例はご

ざいませんので、既に新しいことをやっていると考えております。ですから、この方法で

いきたいと考えております。それと２の２ですけれども、意見交換会で出た評価と現地踏

査した後の第二段階評価をどう扱うかの関連なのですが、課題１で示しました結果と現地

踏査の結果は優先順位を付けてしまうというふうに考えております。ここで青字で書いて

います提案なのですが、今回の事業に関しては住民合意形成が最重要になる認識を持って

優先順位を付けます。先ず優先順位１は、住民の意見を総合的に判断した結果、これはＡ

から F になります。それについて優先順位２として現地踏査による評価を位置づけする、

こういうかたちにしたいと思っております。結果的に申し上げますと、意見交換会で出た

意見が最も尊重されますので、基本的には意見交換会の結果で絞り込みがほぼ決定するか

たちになります。 

そのあと今度は４番のほうで第二段階評価で現地踏査した結果は扱いがちょっと低くな

るのですけれども、これはどういう使い方をするか、ここには書いていませんが、意見交

換会をできなかった場合、その地区の順位を決める使い方と、あともう一つは仮に誘致が

あった場合にそれの採用基準に関して使う、その考えのどちらかになろうかと思います。

誘致地区の採用基準は、前回に関しては落ちた候補地よりも高評価であれば誘致地区を採

用してもいいのではないかというお話があったかと思いますが、今回の場合には優先順位

を付けていますので、優先順位が高くても現地踏査をしたら点数が低いケースもあります
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ので、そういうのを１から５に考えております。ただ、こういう状況ですので、誘致地区

に関してハードルを高くする必要は全くないと考えておりますので、できれば５番ですね、

５候補地の評価が最も低い地域よりも得点が高ければ誘致地区として推薦してもよいので

はないかと考えております。 

それから課題３、４ですけれども、４頁目になります。３と４は連続していますので、

一緒の状態でご説明いたします。前回の反省を踏まえて、５候補地から２候補地を除外し

て３つを残す考え方なのですけれども、これでいきますと、次に示しているような手順で

３つ残すことができます。こちらの資料３の２頁目の図も合わせて見ていただきたいので

すが、先ず（１）で意見交換会及び現地踏査ができない候補地の評価です。具体的に言い

ますと、垣花地区でして、この地区に関しては住民説明会もできておりませんし、意見交

換会及び現地踏査も難しい状況にあります。こういう状況ですと、除外することも選ぶこ

ともできない、だから今、全体的にこのようにして事業が止まる、前回もそうですけれど

も、こういうことになっております。そういう状況で５から２つを除外して３を残す方法

を採用すれば、図のように事業を進めることができます。先ず、意見交換会が実施できな

いと優先順位１の住民意見を総合的に判断ができませんので、残りの４候補地については

総合評価ができるかたちになります。この４候補地というのは、意見交換会を実施できた

候補地となります。意見交換会を実施できた４候補地については、現地踏査を行って次の

第二段階評価を行います。そして意見交換会を行って、尚且つ現地踏査を行った候補地か

ら２つを除外、４から２を除外しますと、２つ残ります。それで評価ができずに残った垣

花地区に関しては評価ができないということで残らざるを得ない扱いになるので、評価が

できなかった地区は残したまま評価して残ったところと合わせて３つを理事会へ報告しま

す。但し、垣花に関しては第一段階評価までしかやっていないことにするというかたちを

考えております。 

資料３にその手順を載せておりまして、先ず一番上に５候補地ございます。仮に意見交

換会を実施できた地区が、例えば４地区あって、できなかったところが１地区であった場

合、ＡＢCDができてＥができないとか、そういうかたちなのですけれども、ＡＢCDの４

地区に関しては青色で書いていますが、意見交換会が実施できたということは優先順位１

の評価ができるということになりますので、除外対象になりますから、２つの候補地を除

外できます。但し、Ｅの地区については意見交換会ができておりませんので、評価ができ

ませんから、除外の対象にならないということで残ってしまいます。現地踏査の場合も同

様の手順になります。現地踏査が実施できたということは、優先順位の評価ができますの

で土地の評価ができるかたちになります。それに対して現地踏査ができない、ここではも

う一つ増えたと想定しているのですけれども、これでいきますと DＥは評価できないので

最終的には残ってしまいます。ですから、最終的に残る地区としては先ずＥがございます。

そして土地の評価ができない D が残ります。C に関してはＡＢC を比較してＡB が落ちて

Cが残る、そういう手順になります。これでいきますと、CDＥの３つを選ぶのではなくて、
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CDＥの３つが残ったかたちになります。これは５候補地から２候補地を除外して３候補地

を残すというものです。この考え方でいきますと、５頁の意見交換会とか現地踏査の実施

を促す効果にも使える、垣花同様いろんな接点を拒否する状況にありますが、仮にそうい

うことがあった場合に土地の評価ができませんので、結果的に候補地として残りますよと

いうことが言えるのではないかと考えております。つまり、意見交換会ですとか現地踏査

を実施したほうが、地元の声ですとか意見を正しく伝えることができると、そういうこと

で意見交換会ですとか現地踏査の実施を促すことができるのではないかと期待しておりま

す。 

それから４番、そういうことをやって最終的に垣花が残ると、垣花の反対運動がさらに

強くなるのではないかという懸念と、その他ですけれども、第一部会としては３候補地を

理事会へ報告することが責務ですので、最終的判断は理事会にお任せするかたちになろう

かと思います。非常に反対が強い地区を３候補地の一つに残すというのは非常に残念なの

ですけれども、ただ現状のフロー、緑の線が下へおりていかない状況を打開するためには

この方法しかないのではないかと考えております。あとはこういう段階へ来て時間をかけ

て慎重にという意見がちょこちょこあるのですが、問題解決のために時間をかけるという

のであれば、当然、それは必要ですけれども、ただ、そうしている間にも南部のごみは中

部へどんどん行っていることが前提ですので、それではいけない、地区内でごみ処理を解

決させることが今回の事業の趣旨ですから、早急に実現する必要があるという自覚を持っ

ていただきたいということと、今後はできるだけ、今回このように提案していますけれど

も、こういうものに対しての批評ですが、良くないところがあれば直しますが、感想とか

そういうことではなくて事業を進めていくためにどうすればいいかのアイディアを出して

いただきたい、そういう時期に来ているのではないかと考えております。以上です。 

 

部会長部会長部会長部会長    

有り難うございました。結構、新しい方法が出されております。今の説明に対していろ

いろご意見を出してもらいたいと思います。 

 

まずまずまずまず、、、、ごみごみごみごみ減量減量減量減量がががが大事大事大事大事ではないのかではないのかではないのかではないのか    

 

委員委員委員委員    

この新しく出されている方法ですね、発想のほうも選ぶのではなくて落とすという、要

するに対象外を外すというような発想からいくことは評価したいのですが、振り返って、

この前の糸満市真栄里地区での説明会に行っていくつか感想があります。それは先ず、真

栄里地区の説明会で４つほど感じたことがあるのです。一つは住民のほうで、ほとんど反

対意見であった点、そして選ぶ時にその頭越しに選んでくれるな、という意見もありまし

た。この辺り、私もちょっと気にしたわけですけれども。それともう一つ、総論の部分で
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各助役の方々、当然、私も説明しましたが、それについては何ら反論はなかったのですが、

私がごみ減量を最大限目標にしないといけないと言ったときの反応がちょっと弱かったこ

とが気になったのです。つまり、反対意見は極めて自分たちのところに造ってくれるなと

いうだけの反対であって、全体的な反対ではないというふうな感じを受けたわけです。も

う一つは極端なのですが、最終的に真栄里地区が５つに残っているのは何故なのか、何で

ここが５つに残ったのか、私は途中から入ったので、その経緯が分かりませんし、私個人

の意見ですけれども、少なくとも住民の中にごみ減量の意識がまだまだ足りないという感

じがしたわけです。それでその後２、３日考えて、恐らくこの反対意見がこのまま他の地

域にもどんどん広がっていくであろうと感じたときに、この案とは別案になるのですが、

一つの提案として検討できればと思いますが、時間はかかるかも知れませんが、元に戻っ

て、ごみ減量がまず必要なんだということを前提に各地域でごみ減量を競争させて一番ご

み減量が成功しなかった地域を 10箇所ぐらい選ぶ、そこから入ったらどうかと思うのです。

そうすれば、少なくとも上からの意見ではなくて、住民自らの行動の中で選ばれた、要す

るに達成できなかったという点で大きな反対意見、反対する理由もなくなるのではないか

という発想です。つまり、頭越しではない自分たちの行動の中から仕方なく選ばれたと、

そのためには一生懸命ごみ減量に努力しなければいけません。恐らく、これがずっと続い

ていけば、最終的にごみ減量は相当成功するのではないかと思っています。そういう住民

に選ばせる発想はどうか。当然、選ばれた所でも法的に非常にまずいところはいくつかあ

ると思います。それは当然、環境的な立場から除外せざるを得ないと思いますけれども、

少なくともそのスタートラインは「ヨーイ、ドン」で皆にやらせる、皆に選ばせる。減量

しなかったら、自分たちの所に来るのだと、それでも構わないのだったら、減量はあまり

心配しないかも知れませんし、どうしてもここは駄目だといったら一生懸命減量しようと

努力するのではないかという発想です。ただ、これは今のこの部会のスケジュールに相反

するものですから、時間はかかることは目に見えていると思いますけれども、少なくとも

糸満市真栄里地区に参加して感じたところがそういうことでした。 

 

部会長部会長部会長部会長    

最初に戻る、これまでの積み重ねを一応、白紙に戻すというものでして、そういったご

意見もいいと思いますけれども、先ずは現在、出されている意見の検討をやるべきではな

いかという気がします。かなり今のご提案、これから審議はすると思いますが、時間がか

かるものではないかという感じはします。今の提案に対して何かございますか。 

 

委員委員委員委員    

２を落として３を残すというような方法論の問題ではなくて、ニュアンスがかわってき

ているようなことを持っているようですが、私としては住民と第一部会が意見交換をやっ

た唯一の糸満市ですから、僕は糸満市民への説明責任がございまして議会で問われます。
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第一部会がどういう動きになっているのかと問われます。途中でこういう変更があっては、

私は困ります。当初の考え方で、先ほど助役と担当課長会議で意見を交わしましたが、当

初の考え方に則って、多少時間はかかるにしても、基本的に当初の考え方のとおり、第一

部会と住民の意見交換会をやらないと、他の方法でやろうという考え方はかえって住民の

混乱を招くと思います。 

 

部会長部会長部会長部会長    

今の提案にもあったのですが、これまでいろいろな議論を重ねてきて 10箇所から５候補

地に絞ってきた努力ですか、そういったものも一応念頭に入れて、ということだろうと思

います。結構、今の提案もこれからのスタートということもありまして、住民に選択をさ

せるとしても、またどういった選択の方法があるのかいろいろな議論が出てくるだろうと

思います。一応、これまで第一部会で議論されてきたいろいろな課題、先ほども事務局か

ら説明があったのですが、建設的なと言いますか、そういった立場での議論と言いますか、

第一部会でこれまで議論されたことを踏まえてのもの、別に否定するということではない

と思いますが、やはりこれまでの議論の積み重ねを現在、延長をしております。 

 

委員委員委員委員    

私もその辺りを強引に、ここまで来た以上、途中からの方法ですから、これは一応頭の

中にそういう方法も一つあるのではないかということでいいのではないですか。 

 

部会長部会長部会長部会長    

今の意見としてどうでしょうか。 

 

地域住民地域住民地域住民地域住民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会がががが先決先決先決先決    

 

委員委員委員委員    

いろいろ案がありました。１から４まで、こういった場合はこのようにやっていきまし

ょう、という案がありますが、最終的にはそういった意見交換会ができなかったものにつ

いては残るということで表現的にはそういった中身になっています。これはあくまでも最

悪の場合を想定しての中身になっているわけですね。先ず、私たちは全体の確認、あるい

は先ほどの担当課長会議でもいろいろ意見がありましたように、そういった地域に入って

意見交換会ができなければ、このフローチャートにもありますように、合同の意見交換会

に対して先ずは努力をすべきではないかと思っているわけです。地域に入ろうとしても入

れない、これは前回の会議でも一応出ている話でありますが、この辺を先ず模索して４つ

の案が宿題、課題であるわけですが、結局、いま真栄里地区には説明できましたが、後の

４地区については説明できないとなった場合、最終的に２つを落とすことになるわけです
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が、では意見交換会をもった所は抜けていくよ、といった中身になっていますよね。これ

は先ほどもおっしゃっていた最終的手段ではありますが、先ず持って合同の意見交換会、

地域のそういった有志を集めてもらいまして、意見を出してもらうという、要するに法的

な意見陳述とか、そういったものを参考にしながら地域の意見を聞くという方向性を模索

すべきではないかと思っております。 

 

部会長部会長部会長部会長    

住民の合意形成と言いますか、意見交換会を先ずは全体でやってみてから、ということ

ですよね。他にご意見ありませんか。 

 

委員委員委員委員    

このＡ３の２枚目の案ですが、上の案は ABCDの地域が意見交換会が実施できたという

前提になっています。その下のほうは ABCだけが意見交換会ができた前提になっています

が、もしここで意見交換会が今の真栄里地区だけで他のところが全然できなかったときに

は、どのようにこの方法を採用していくのか疑問に思っているところです。 

 

部会長部会長部会長部会長    

そこら辺はどうなるのですか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

意見交換会ができているのは真栄里地区だけですから、真栄里地区がＡから F 評価の

ABC の基準が多い、候補地として適さないということになれば、真栄里地区は除外されま

す。ですから、残りの４地区からさらに１候補地を落とすかたちになります。落とすため

に、意見交換会ができませんよ、と。次は現地踏査しかありませんから、現地踏査して落

とすことになります。 

 

委員委員委員委員    

現地踏査も仮にできないとなれば……。 

 

事務局事務局事務局事務局    

それは想定していません。それですと、第一段階評価で止まった状態になりますから、

ちょっと議論が戻りますので、それは想定していません。 

 

委員委員委員委員    

５箇所の中で１箇所は住民説明会が終了しました。残り４箇所をどうするかですけれど

も、その中で住民との意見交換をすることを決定して、そしてそれがどうしたらできるの
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かを話し合うべきではないかと思います。例えば、方法として西原町でしたら、西原町の

各字の区長を集めてやってみたりとか、そういうふうに何とか中へ入っていける方法を具

体的に話し合う、そういう方向がいいのではないでしょうか。やらないという状態であれ

ば、先ほどいったような方法でしかできない、やれないのではなくてできない、そういう

方法でしかなりませんよ、頑に相手が拒否をするようなそういうかたちになる。やるとな

ったら、どういうような方法であれば、中へ入っていけるのか、そういう具体的な方法論

に集中して話し合いを持っていったほうがいいのではないでしょうか。 

 

部会長部会長部会長部会長    

意見交換会をどうしたら持っていけるか。これに集中したほうがいいのではないか、説

明会を開くよう、まずはもっと努力するべきだと、やむを得ない場合には事務局案の方法

を使ってもいいということですか。 

 

委員委員委員委員    

それは現段階では言えませんよ。私は資料２の中の、10月 23日に糸満市真栄里地区で実

施した意見交換会ですが、その他の４候補地に関しては意見交換会の開催が難しい見通し

であると、これは非常に引っかかりますね。真栄里地区で 10 月 23 日にやったのは、他の

４地区も同じ土俵で意見交換会をするのだというのが原則です。それを今の段階でこうい

う案が出てきましたらね。最近になって真栄里地区の区民から、他の所ではやっていない

ようだが、どうなっているかということを聞くんですが、僕は 12月の議会では説明できま

せんよ。 

 

委員委員委員委員    

助役がおっしゃるとおりだと思います。ですから、できる方法を模索していくことに知

恵を絞ってはいかがでしょうか。 

 

部会長部会長部会長部会長    

この案が出たのは、恐らく完全に座礁したと、問題解決がかなり厳しいという判断の下

でのものではないかという気はします。ですが、まだまだ時間はあるというようなことで

判断すれば、これから意見交換会の投げかけをどれぐらい努力してやるかということにな

るだろうと思うのですが、今までいろいろ話し合ったのは意見交換会が実施できなかった

というのが大きな要因になって、新しい案が出てきただろうと思います。もっと努力して

いくのかですね。 

 

委員委員委員委員    

例えば、第一部会として地域住民が絶対反対である地域を候補地としてあげることが、
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そういう地域あるいは住民に説明がつくかどうかという問題があると思います。わざわざ

できない地域を選んで出すのですか、というような話になりますと、納得が得られないと

思います。ですから、地域説明会は一通り終えてからということになりませんと、バツだ

というのであれば、第一部会としてそういうふうに言い切れるのか。あなたたちが聞かな

かったから、決めましたということに道理性があるかどうか疑問です。 

 

部会長部会長部会長部会長    

そこら辺が問題なのですね。例えば、第一部会は３候補地に絞るのが最終的な責務では

あるのですが、反対のところを３候補地にあげるかどうかになります。決めたら決めたで

我々の責務はそれで終わるかも知れませんが、理事会のほうもまた問題として同じような

結果が出ないとも限りません。そこら辺は第一部会として本当にそれでいいのかどうか、

慎重に検討しなければいけないだろうと思います。説明会が開かれない状況もあったので

すが、各市町村とも議会の中で十分な説明は恐らくできないだろうとは思います。 

 

委員委員委員委員    

正直いって、乱暴な感じがするのですね。先ほどの住民に決めさせていこうというのは

非常に良いことだと思いますが、この段階では如何なものかと。２カ年前からこういう話

はあるわけです。皆さんが「総論賛成」必要な施設ですよと、競って努力をして努力した

ところは当然、一つの判断として努力しないところは受けざるを得ないんじゃないですか、

と説得の仕方もあるかと思いますし、これは一つの方法ですが、この段階になってからは

如何なものかと思います。 

そして住民説明会が暗礁に乗り上げてしまっていると、逆にそういう決定をして３候補

地にしぼったときに余計に反発がきますよね。住民説明会ができませんでしたので皆さん

はこういうことで残ってしまいましたよと、これではもう説明責任が果たせないと思いま

す。ですから、住民説明会をする努力と、決定してそこに住民が反対して、それでも１候

補地を決めて建設していくと、どこがより行政としてできる部分かだと思います。もちろ

ん、時間も迫って決めなければいけないところにきているわけですが、決めた後の今、申

し上げたようなことを行政が整備する、またそれは担当の部分がやるとしても……。確か

に、４候補地は説明会を受けません、と言っていますが、住民説明会の方法を、先ほども

提起がありましたし、私も前回提起をしました。では、区長さんを中心にしてその住民が

できなければ、いろいろなかたちの意見を聞くことはあり得るのではないですか、そこを

努力してみるのが先決ではないですか。 

そして、先ほども課長を含めた会議の中であったのですが、10 候補地の段階でも皆、そ

れは総論賛成です、ということで覚悟を決めてやったことではあるのですが、恐らく自分

の所には決まらないだろうということがあったのではないか、との意見もありました。そ

うであれば、余計に候補地に決まったら、首長、理事者も含めて何とか説得をして説明会
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ができないのか。説明会ができない、真栄里地区のスタイルでできないのであれば、先ほ

どもありました区長さんを集めてとか、団体の方と言いますか、その地域の婦人会や青年

会、老人クラブとかいろいろあるでしょう、そういうことだったら、割と集まってもらえ

て反対の意見にしろ、全体的な部分で駄目だということになるかも知れませんが、今、言

ったような努力を先ずしてみること。説明会ができないところは残ります、という方法よ

りベターな方法ではないかと私は思います。先ずそこを努力してみて。 

 

部会長部会長部会長部会長    

議事録の中でも意見交換会をやはりやるべきではないかと、前回の資料の中にもありま

す。そういったことを踏まえても、先ずはもっと努力する必要があるのではないかという

気もします。そこでいろいろもっと意見を聞いてみたいのですが、どうでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

この資料２の５地区について書いてあるのですが、前回の 10 月 19 日の会議以降、この

残った４地区にどのようなアプローチをして、どういった返事をもらっているのか、少し

説明してほしいのです。ここに括弧書きで見込みと書いてありますが、これはどういう意

味なのか。それからまた一番下の見込みと何が違うのか、そこら辺の経緯を少し説明して

ほしいです。 

今日、提案の部分は検討に値すると思います。要するに、こういった頑な姿勢で意見交

換会あるいは説明会なりを拒否しているところをこういったかたちで採点しますよ、と投

げかけて、どうしますか、と相手の意向を確かめたいということも入っているだろうと思

います。先ず、前段のそういったアプローチをして、どういった返事をもらっているのか。

先ほど具志頭村の安里地区では署名活動があるとか何とかありましたが、どうして反対な

のか、意見集約がなされたというお話を助役さんがしましたし、いろいろ動きもあると思

うので、その間の事務局のアプローチと返事を聞かせてほしいです。 

 

部会長部会長部会長部会長    

それではそこら辺の意見交換会の実施の見込み等、これまでの経過について。 

 

委員委員委員委員    

前回、話がありましたよね。方法としては区に入れなければ、集まってもらって、とい

う話もあったので、それがどういうふうになされたかですね。 

 

５５５５候補地候補地候補地候補地ともともともとも平等平等平等平等のののの原則原則原則原則でででで    

 

委員委員委員委員    



 15

先ほどの市町村助役及び担当者会議の資料１なのですが、考察の中で地区ごとに第一部

会との意見交換が入れるように調整中というような文字がほとんど見られますね。それか

ら、説明会に応じるように「説得する」「応じる」「反対あり」とか、そういうような担当

課長の前ではそう言っておきながら、この助役・第一部会の中で、こういうかたちで出て

くるというのは非常に相反するのではないかと思います。担当課長は各候補地が第一部会

との意見交換会の調整中だという解釈で帰ったと思いますよ。これを終えて、今、このよ

うに資料が出てきて、開催が厳しい見通しであるというのはどういうことなのかな。基本

に戻らないと、先に糸満市真栄里地区でさせていただいた説明会も、良い方向に向かうは

ずのものが、こういう開催は難しいという表現をしてしまうと、逆に真栄里区民がどうい

う考え方に変わっていくのかなと思っています。 

基本に戻らないといけないですよ。皆、12 月議会がありますからね。議会が恐いのでは

ないのだが、何故糸満だけなのかということです。真栄里の区長は優しいですよ、協力的

ですよ。これは５候補地、皆、やるというのが原則なのです。 

 

部会長部会長部会長部会長    

第一部会は公開の原則に基づいて、住民との意見交換を常に視野に入れて、それをある

意味で大前提にしながら、意見交換会をしているわけですので、そこら辺はまだまだ時間

的な余裕はあるのかどうか。ないにしても、ちょっと外すということはかなり厳しい処置

になるのではないかという感じはします。 

 

委員委員委員委員    

先ほどの説明はできないのですか。 

（事務局から５候補地の現状についての資料を配付） 

部会長部会長部会長部会長    

この場合、氏名等も入っておりますから、取り扱いには十分注意していただきたいと思

います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

これは現在までの５地区とのコンタクトの状況です。先ず具志頭村の安里地区です。９

月 13日、27日、10月 12日、17日、24日に訪問しております。その他にも電話いたして

おります。それから西原町小那覇地区です。10月１1日、12日、17日、31日。小那覇地

区については一回、意見交換会を持つということで交渉をしていたのですが、その後いろ

いろ事情がございまして、開催ができなくなりました。それから東風平町外間地区は９月

15日、10月 18日、11月２日に行っております。糸満市真栄里地区は９月 30日、11月２

日です。あと垣花地区については、10月 16日に事務局長と反対協議会会長と面談した時に、

話し合いに応ずるように申し入れております。こういうような状況であります。中身につ
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いてはご覧になっていただきたいと思います。以上です。 

 

委員委員委員委員    

今、もらった資料から先ず入っていきましょうね。１番目に、安里地区については 10月

25 日に意見交換会を反対住民との意見交換を図っていきたいとありますが、この結果はな

いんですよね。意見交換会をどうするか、安里地区から未だもらってないのですよね。 

 

事務局事務局事務局事務局    

こちらからは区長さんやあるいは向こうの議員さんとお会いしたのですが、未だ返事は

いただいておりません。 

 

委員委員委員委員    

ですから、返事は未だもらっていないのに、資料２では意見交換会拒否と書かれている

から、そこの整合性をとってもらわないと。小那覇地区もそうですよね。10 月 31 日、11

月５日以降に再度区長と連絡を取るように、とのこととなっています。その後、何かあっ

て、資料２の書き方になっているのか、そこら辺の説明がほしいのです。外間地区は５候

補地の合同会議に出席してもよいとの意向とあります。これでは意見交換会は拒否するけ

れども、合同会議は出席ということでいいのか、そこら辺をもっと詳しい説明ができませ

んか。 

 

委員委員委員委員    

別に名指しで強調しているわけではないのですが、例えば、今、お話がありましたよう

に、一番最終的に配られた各地区の反対の状況について、一番最後の頁にあります垣花地

区（玉城村）、地元にかえって協議するということになっているのです。最初に渡された資

料２では開催が難しい見通しであると、これでは全然、整合性がとれていないと僕は思っ

ています。 

場合によっては、12 月議会で資料要求されます。要求された場合に、これを持ち帰って

は我々は持っていません、とは言えませんからね。基本的に各地区とも住民と第一部会が

協議するという確認をして、最終的にはやっていただきたいのです。そうしないと、皆さ

ん方も糸満だけはやってありますよ、他はできませんよ、と首長にも理事会にも説明でき

ませんよ。 

 

部会長部会長部会長部会長    

今回の協議事項、絞り込みについてとあるのですが、前回会議の方法が十分踏まえられ

ていないということがありますね。新たにと言いますか、いろんな情報から判断してみる

と、開催が困難とか、そういったところまでには未だ到っていない状態ではないかという
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感じはします。だから、意見交換拒否となってはいますが、本当にそうなのかどうかにつ

いては、この資料からすると、十分ではないのではないかという気がするのです。前回会

議のことを踏まえれば、もっと協議をする、新たな候補地絞り込みの内容についてはさら

に検討する必要があるのではないかという気がしますけれども、皆さんどうでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

だから、少なくとも私たちは部会ですよね。前回確認したのは行っていただきたい。住

民説明会のセッティングを一生懸命、事務局が求めているけれども、できませんと。では、

そうであれば、それに代わるものもいいのではないですか、と言ったら、外間区は合同だ

ったらいいですよ、ということも出てきているわけです。絶対拒否です、ということでは

ないわけよね。もちろん、反対決議をして署名もとって反対ですよ、という意見をその場

で述べてもいいですよね。ということをして、いずれにしても同じ土俵に立たなければと

いうことを、例えば、拒否しているからこの部分は候補者に残りますよ、といったことは

乱暴な論理でね。もちろん、そうだからといって、いちいちそこまで誰々に聞くかという

ことではなくて、少なくとももうちょっと住民の意見を聞くという部分の努力をやってみ

ることが必要ではないですか。 

例えば、事務局は区長さんということでやっていますよね、その分に行政の責任で、糸

満市は事前に助役自らがそこに行って意見が「ああだこうだ」とありましたということも

含めて、それでも絶対駄目だという状況になった時に次はどうしましょうか、という議論

にすべきではないですか。議論というのは積み重ねてきたものを整理する、それが委員会

だと思っているのです。提起されて確認して、その方向にしましょう、というのが前回の

会議だったと思っています。その部分がこれから見てされていないわけです。先の合同会

議でも申し上げたようにね。そういうことをもうちょっと部会としても一緒になって努力

することが必要じゃないですか。それからどうしましょうか、ということになっていって

ほしいですね。 

 

委員委員委員委員    

真栄里地区では反対がやはりありました。だけれども、皆さんの気持ちはよく分かりま

すけれども、どこかに造らなければいけないということで進めていますので、あちらは「あ

なたは賛成か」と私に言いたいようなことで話してましたけれども、どこかに造って解決

しなければいけないと私は申し上げました。そのように意見をもっと聞いて、もう少し努

力することもあるのではないかという考えであります。 

 

委員委員委員委員    

前回協議したことも確認されていましたよね。自治会ごとにできなかったら、何名か代

表で合同の意見交換会をもってはどうかということでした。今、提案されているのはそれ
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が終わってから、それができなかったらどうするか、の案だと思います。次の２番の協議

事項、この意見交換会をどうするかというもの、これに努力するということではなかった

かなと思います。今の意見は、これに向けてもっと努力すべきではないかということだと

思うのですけれども。それも拒否されてできない、現場にも入れないときには、この提案

ができるのかどうかということではないかという気がしますけれども。 

 

部会長部会長部会長部会長    

そうですね。今はどちらかと言うと、いろいろな模索、方法の説明で……。決定ではな

いと思うのですけれども、ただ、今いろいろな話が出ているのは前回会議の課題事項がど

うなっているかについて、２番目にあるわけですので、それをやりますか。 

 

委員委員委員委員    

議論を先にしたほうがいいと思います。 

 

部会長部会長部会長部会長    

１番目で、ある程度２番目の課題が出ている状況ではあるのです。引っ括めてやっても

いいと思いますので、まずは資料４についての説明にいきましょうね。それでよろしいで

すか。（「はい」の声あり） 

それでは資料４について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局事務局事務局事務局    

それでは資料４にいきたいと思います。合同会議の開催について、先ほど来、出ており

ます問題に関連しますので、これから進めさせていただきます。合同会議を諦めたわけで

はなくて、今後取り組んでいこうということは事務局でも進行中であります。ただ、この

会議にはまだ間に合わなかった部分でありまして、決定ではありませんので、さらに今後

合同会議を進めていくようにはもちろんできます。それで今回、ここに３点ほど出したの

ですけれども、取り組んでいこうということで確認をしたいと思います。 

先ず、区長さんあたりと調整はしておりますが、まだ返事等の具体的なものが出ており

ませんので、逆にこちらから実施日を設定してという考え方はどうかという提案でありま

す。 

次に、残り４つの候補地の中で参加できる候補地が３つは駄目で、１つは OK をもらっ

たとして、それでも実施すべきか否かの問題もあります。事務局としては１箇所でもあれ

ば、開催していこうという考え方は持っております。 

３点目、では参加しないという候補地についてどう取り扱っていくか。今回、これらを

取りまとめて議論していただきたいと思っております。以上です。 
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部会長部会長部会長部会長    

ちょっと飛躍している部分があろうかと思いますので、これは前回会議の確認をやって

きたわけですが、そのようになされていないというような文面もあって、事務局のほうも

結構、慌てていると言いますか、その部分もあって、その中には意見交換会等も含めて、

ということもあるだろうと思いますが、今の提案をどのように処理するかになりますが、

どうでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

前回会議で合同会議が先ずは前提ということでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

合同会議、５候補地を一遍に一箇所に集めて意見を聞くのか、あるいは一箇所ずつ時間

を決めて意見を聞くのか。 

 

部会長部会長部会長部会長    

真栄里区のほうが一応、意見交換会はやっていますので、残りの４箇所をどのようにや

るかが一番大きな課題ですね。あるいは一遍に顔を合わせて、意見を言い合うのかという

のはどんなでしょうかね。 

 

委員委員委員委員    

候補地ごとにやらなければいけないと思います。 

 

委員委員委員委員    

候補地ごとにやったほうがいい。 

 

委員委員委員委員    

反対であれば、反対でいいわけですよ。原則は住民が主人公ですからね。しかし、開催

はやらなければいけない。 

本当は資料２以降、資料４はいいのかなと思うのだが、資料４の候補地についても不整

合があるのですよ。何で今ごろの段階で参加しない候補地の取り扱いについてどうするの

かと、これは誰が決めたのですか。提案のやり方はまずいと思いますよ。もっと努力すべ

きだと思います。 

資料２の中で先ほど言ったものについても、持ち帰ると議会で提出を求められたら、出

さないといけないわけです。それで僕は資料として持ち帰らないで置いて帰ったんですよ

ね。候補地の絞り込みについて、とあるのですが、全然相応しくない資料だと僕は見てい

ます。議会から求められたら、僕は出さないといけないわけです、議会から追及されます。 
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事務局事務局事務局事務局    

最初から整理しますけれども、合同会議は一箇所に集まってやるということで前回決め

たと思います。別々にやるということについてはちょっとまた逆戻りだと思いますので、

個々にできないから全体で集まって、ここに来てもらうということだったと思います。 

それから、資料４の実施日の設定とは、いつ頃がいいのか提案したいということであり

ます。これから想定すると、参加できない所がもし出てきた場合に出てくるまで待つのか

です。そうなると、来年の３月までに候補地の決定を理事会でやる分について、これが本

当に可能かどうか。スケジュールは前回確認しております。３月までに候補地の決定をす

るという状況からすると、おっしゃるとおり、それが理想なのですが、それが本当にでき

るまで待つのか。それはどの段階までを認めてもらえるのか。そうしないと事務局として

は４つ揃うまでとなると、時間がかかるのではないか。努力はいたしますが、ただそうい

ったときに、もし、そういった課題が想定されるのであれば、どういたしますか、の提案

でございまして、やらないということではございませんので、その辺をもし議論できるの

であれば、議論していただきたいということです。とにかく、そういう取り組みができる

ように委員を決めてやりなさいということであれば、それは結構でございます、それはや

ります。ただ、だらだらと地域が返事を出すまでそのまま時間だけを過ごして、そういっ

たかたちで引き延ばしを計られると、南廃協としても時間的なことも考えなければいけな

いのではないでしょうか。 

 

意見交換意見交換意見交換意見交換できるようできるようできるようできるよう最大限最大限最大限最大限のののの努力努力努力努力をををを！！！！    

 

部会長部会長部会長部会長    

この件については、行政のいろいろな仕事をするには今後、住民の意見というものが一

番大切な事項になるだろうと思っております。それでこそ、いろいろな協議をやって、初

めて喜ばれる施設を造らなければいけないわけですので、反対にもかかわらず、そこに施

設を造るのはかなり厳しい状況になるのではないかと感じています。それを我々のほうが

反対でも決めていくんだという姿勢を持てるのかどうか。十分意見交換し説明して、行政

は進まないといけないと思う。今後、日程的に間に合わないから決めましょう、とは我々

としても厳しいのではないかという気がするのです。 

やはり、今の段階では先ずは５候補地があるわけですので、その５候補地に最大限の努

力をしていくと、それで今の方法以外に方法があるのかどうか、先ずは５候補地の皆さん

と話し合えるような機会づくり、それを今の部会でもっと検討するのがないのかどうか。

事務局だけの問題ではなくて、５候補地を何とか説明会に持っていけるような方策がない

のかどうかが一番大きな問題だろうと思います。この問題が先延ばしになろうとしたとし

ても、本当に我々は反対なのに、決めることができるか、そこら辺も十分議論してもらい
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たいと思います。一番の問題はそこら辺なのです。 

 

委員委員委員委員    

私はそこを一番確認したつもりだったのですが、もう一度確認しますね。資料２に糸満

の真栄里地区開催地以外のつもりで書かれた、要するに西原、東風平、具志頭、玉城のも

のと最後にもらった資料の 10月 25日には「11月に常会を開き意見交換会に反対するかど

うか」について諮っていきたいとのことでした、と区長は言っていましたと、これは要す

るに諮った結果、意見交換会もしませんという返答をもらっての書き込みですかというこ

とです。 

それから西原につきましては、10月 31日に町首長から小那覇区長へ会合を開く話をして

おくから、11 月５日以降に再度区長と連絡を取るようにとあるので、区長と連絡を取った

結果、西原でも意見交換会は拒否（見込み）ということになっているのでしょうか。外間

地区もそうですよね。11 月２日に返答が来ていましたと、意見交換会は区としてはできな

いけれども、５候補地合同会議には出席してもいいですよ、という返事だったのか、と確

認したいのです。ですから、それまで個別の意見交換会は投げながら反対だ、合同もやる

ことはないということで、少しつじつまが合わなくなっていませんか、と聞きたいのです

けれども。 

 

委員委員委員委員    

今の質問ですが、10月 25日にうちの担当職員が今の件について仰いでおります。これは

11 月に常会を開いて、そのときに意見交換会の反対決議が決定との区長の話でございます

が、失礼な言い方になるかも知れませんが、行くとなると、そういうお話しかない状態だ

ったのです。行くたびに常会で諮りますから、というお返事しかいただけない状態でした。 

最後の文言ですが、これは候補地の状況は厳しいと、担当職員から話がありました。住民

の意見交換会開催についてはかなり厳しいことが実感としてあると言われております。こ

の意見交換会というのは今までの真栄里区の意見交換会のような、合同の話ではないです

よね。それから、小那覇地区についても新川さんとか町の副議長の名前が出ていますが、

区長とお話するたびに、そういったいろんな行事があるということで自分だけではそうい

う重大なことは決められないというお話をいただいておりました。どこの区長さんにお話

しても我々のところは住民が反対している、看板も出ていますよ、という雰囲気なのです。

たまたま真栄里地区の区長さんには好意的に図ってもらって非常に有り難いと、私からそ

う言っては失礼かも知れませんが、非常に丁寧に便宜を図ってもらいました。その他の区

長さんも丁寧ではあるのですが、しかし、自分では決められないというお話で延ばし延ば

し、到底これが今、言う意見交換会が円滑に開かれるような状況ではないと私も思ってお

ります。担当職員のほうからも、後ろのほうに二重丸で書かれている状況であります。以

上であります。 
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事務局事務局事務局事務局    

今、お渡しした資料は我々内部の資料です。皆さんに出す時にはもっと整理しますから、

ですから、今、言っておりました名前も露骨に出ておりまして、本当はこの辺は整理が必

要で確定の資料ではございません。資料の整合性もありますので、もうちょっと控えてい

ただけませんでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

それはいいですよ。ですから、私は前回の会議からどのようなアプローチをして、こう

いう結果になったのですか、と説明を求めたのです。求めたら、この資料を出してきたも

のですから、これとの整合性がとれないのではないかという話になったわけです。 

 

事務局事務局事務局事務局    

これは回収をいたします。名前がしっかり出ておりますので……。 

 

委員委員委員委員    

この辺は事務局としての感触を取りまとめたものであると説明をすれば、前回からのア

プローチの結果はこういうものです、と言えば、今、このような資料を出したりする必要

はなかったわけです。それがなかったものだから、前回からの経緯はどうなっていますか、

となったのです。 

 

事務局事務局事務局事務局    

私どもにどういう交渉をしているか報告がきたものがそのまま出ていますので。それと

部会長さん、この部分だけちょっと議論を求めていませんでしたが、意見交換会を行うと

いう前回からの宿題をやる、実施日はだいたいいつ頃がいいのかと、もしやるとしたら、

できるところだけで、その日はやっていいのかを議論していただいて。それとも全部揃え

なさいというのであれば、事務局でやらないとも限りませんので、この辺をちょっと。資

料はその後にいたしませんか。 

 

部会長部会長部会長部会長    

現時点でこの問題についての議論は厳しいだろうと思いますので、この資料については

没にしたいと思います。問題は、これまで話し合った、部会で話し合ったのは、一箇所で

は説明会がもてないという状況があるので、それは是非もってもらいたいというような意

見でした。同じ土俵に同じような条件の中で現地踏査もやり、検討もやっていくというの

が大前提だっただろうと思うのです。今回の場合、説明会ができなかった部分が候補にあ

がるといった感じになっておりますので、前回部会の趣旨を十分踏まえてやってもらいた
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いということで、合同意見交換会の取り決め事項を考えていきたいと思いますが、こうい

った話し合いでよろしいですか。 

 

住民住民住民住民のののの意見聞意見聞意見聞意見聞くくくく機会機会機会機会をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう    

 

委員委員委員委員    

ちょっと、よろしいですか。苦言になるかも知れませんが、今の経過を含めて住民説明

会という同じ土俵に乗ることは大事ですよ、しかし、なかなかできません、ということで

合同でもいいからやりませんか、という提案だったと私は認識しています。皆さんもそう

ではないですか。正直申しまして、今の経過を聞いています、と努力が足りないのではな

いかという感じがします。 

では、区長さんはいいことを言うのだけれども、いろいろ行事があるとかいうことであ

りますと、担当職員だけではなくて、場合によっては首長たちも含めて、議論してはどう

ですか。ただ、この状況を作るためのやり方の感じかなと、実施日を決めてくれ、一箇所

でもできなかったら開催しませんか、賛成か否か、今、議論しているのはそういうことじ

ゃないんですよ。 

先ほど、10 候補地あがりました。皆さん他人行儀になっていませんか、との提言もあり

ました。逆にそういう視点でやってみたらどうですか。この住民説明会の件も、区長さん

の意見は聞いてあげる、日程がありませんと、これは前向きな分ではないと思います。そ

うであれば、事務局で十分対応できないのであれば、地元含めて委員の皆さんが意見交換

会も参加しましょう、ということもあったわけですから、先ほど担当課長との合同会議で

もありましたので、住民の意見というのはどうしても聞くことが前提ですよと、そうでな

いと、前に進めませんよ、という議論も僕らは前にしているつもりなんですよ。それなの

に何かありきの部分でやるようなことでは、先にいった資料は一人歩きもしますよ。そう

いうことではいけませんよ、というのが、ちょっと議論の態様じゃないですか。だから、

この資料もそういうことだったら、出してはいけないのではないですか、ということを言

っているわけです。それは何かと言ったら、先ずは話し合いが前提ですよ。いくら厳しい

「どうのこうの」あっても、先から僕が申し上げているのは、決めるのは簡単、決めた後

に問題を取り出せるような話し合いをしましょう、という努力を含めて、事務局がやるべ

きじゃないですか、ということなのです。皆さん、そういうことじゃないですか。 

「ありき」でやったら、できないことではないですよ。そうしたら、高圧的にやるなよ、

と真栄里区の住民からありましたね。だいたい行政というのはいつも押し付けみたいに決

めてきて、「こうだ」と。これだけは絶対にやるなと、そういうことも踏まえてということ

の部分を先から申し上げているわけだからね。今、言ったその住民の話し合いを真栄里区

はやってくれました。他についてはいろいろあるにしても、あるという分を私たちも事務

局に努力しなさいと言うだけではなくて、私たちも含めて、要するに首長も含めて、ここ
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に説得をして、先に言った住民説明会ができなければ、集まってもらっての意見交換会、

全体でやったらいろいろあるのではないか、というのであれば、それは方法ですから、整

理すればいいのであって、その辺をもうちょっと整理をしてから、それでもどうもという

ときに次はどうしますか、ということであって、先々をどうですか、こうですか、と決め

たところで、全然駄目ですよ。議論の繋ぎがなっていない。 

ですから、先ずは定義として一番に住民説明会がなければいけない。そこに全力を集中

してやってみるということで……。やった結果がこうでありました、というときに、また

どういう方法がありますか、と議論するべきであって、一番大事なことをこのようにして

いるからおかしくなっていってしまうと、先から私は申し上げているのです。その一点で

す。 

ですから、これについてもうちょっと努力をしてから議論をしましょうよ。住民説明会

の件を事務局だけでできなければこちらの助役さん、助役さんでもできなければ町長、首

長に言って、私たちも一緒になって、そういうことができないのかどうか、最大限の努力

をするべきじゃないですか。これが今一番求められていることだと思います。意見交換会

ができなかったところは候補者になりますとか、これは最後の最後のやり方であって、先

ずは意見交換会の部分をもうちょっと、他人行儀でお互いを見ているのではないかという

提議もされているわけですから、そうじゃない方法で住民の意見を聞くような機会を作る

ことにもうちょっと英知を結集していく、やることがより一番大事なことではないですか、

と申し上げたいです。今日はそれを確認しましょう。その後ですよ。 

 

部会長部会長部会長部会長    

はい、そうですね。先ずは意見交換会が第一の段階だということの結論でありますので、

意見交換会を持ってもらうことが資料４のほうで考えていきたいと思います。２番、３番

については特に議論の余地はなくて、今の５候補地で住民説明が十分持てるような方策を

考えてもらいたいということです。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

 

事務局事務局事務局事務局    

部会長、もう一つ肝心なものが抜けています。今、提案があったように事務局が候補地

と交渉するとなると、言い足りなかったので、申し上げますが、どことは申し上げません

が、ある候補地から電話がありまして、ここにこういう計画があるが、あなた方はここを

本当に候補地として見るのかと言われまして、南廃協の事務局が入るのはなかなか難しい

ところがありまして、難しい部分が想定されるのです。先ほど提案がありましたので、こ

れは幸いですから、５候補地の助役さんだけではなくて南廃協を構成している助役さん、

首長さん方が先頭になってこの候補地に対して交換会に応じて下さいよと、我々も一緒に

行きますよ、と。そのようにしないと、我々は非公式の資料のように努力をしているので
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すが、軽くと言いますか、その場限りであしらわれている状況にありまして、明日来なさ

い、何時に、いつ来なさいとやられている状況にあって、この辺は我々も焦りがあります。

しっかり実のある方法でやっていただくことも一つ議論していただけませんか。そうした

ら私たちもやります。 

 

部会長部会長部会長部会長    

この辺の問題については当然のことだろうと思いますので、関係市町村の助役は精力的

に働いてもらうと、それでも無理であれば、また何名か集まってやるとか、いろいろな方

法が考えられると思います。先ずは意見交換会をやることを大前提として、候補地の助役

の皆さんは関係者へ説明会を求めるということで確認したいのですが、よろしいでしょう

か。 

（「はい」の声あり） 

 

事務局事務局事務局事務局    

一箇所にまとめた意見交換会ですよね。 

 

部会長部会長部会長部会長    

できる分であれば、個別の意見交換会もどうですか。 

 

委員委員委員委員    

そうじゃないですよ。早急です。努力して後の、先ほど言いづらいのですが、と言いま

したよね、今、言っているようなことをはっきり言えばいいのですよ。皆さんたちが今、

初めて、区長さんは良い意見を言っていますが、なかなか日程がとれません、あしらわれ

ているのですよ、と言いました。だからこそ、それではいけませんから皆さんと一緒にな

って地元の助役が先ずは区長さんと会って、そういうことも含めてやりましょうと、それ

でもできなければ、首長にもお願いして、反対であっても説明会だけは受けてくれ、とい

うようなことがされてないのではないですか、と言っているのです。それをやっても受け

ません、全然駄目です、というときになって、いよいよ合同でもいいからということでは

ないですか。それがさっきからの議論ではないですか。 

 

部会長部会長部会長部会長    

真栄里地区が意見交換会をやっていますので、そういったものも今回、やったほうがい

いのではないかと思います。 

 

委員委員委員委員    

今の意見のほうがいいと思います。糸満市は真栄里地区がやったのですから、また行か
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ないといけないのか、ということになります。そういうことですから、基本に戻ることで

す。 

 

部会長部会長部会長部会長    

５候補地の助役は先ずは意見交換会を開催するような努力をしてもらうということです

ね。 

 

事務局事務局事務局事務局    

やるということです。 

 

部会長部会長部会長部会長    

やるということですね。意見交換会の開催をできるようにしてもらうということですね。

そこでまとめてよろしいですか。（「はい」の声あり） 

意見交換会をとにかく、やらないとできないことを大前提にして、この問題はやってい

きたいと思います。それで、候補地の状況についての資料は没収ということにしたいと思

います。 

前回の検討会を踏まえてのものでないですので、資料２、３も回収したいと思います。

これを議論するのはまだ早いですので。 

（「進行」の声あり） 

 

部会長部会長部会長部会長    

事務局、確認よろしいですか。 

それでは今日の会議はこれで閉じたいと思います。ご苦労様でした。 

 


